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Ｎ Ｐ Ｏ 法人神戸ななつぼし  定款 
 

 

第１ 章 総則 

 

 （ 名 称）  

第１ 条 こ の法人は、 Ｎ Ｐ Ｏ 法人神戸ななつぼし と いう 。  

 

 （ 事務所）  

第２ 条 こ の法人は、 主たる事務所を 兵庫県神戸市に置く 。  

 

 

第２ 章 目的及び事業 

 

 （ 目 的）  

第３ 条 こ の法人は、 高齢者、 低所得者、 障害者、 一人親子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対

し て、 住宅にかかわる相談や入居支援、 安否確認、 有益な情報を 提供するこ と で民間賃貸住宅

等への円滑な入居を支援し 、 住宅確保要配慮者の住環境の整備を 行う と 共に、 中小企業、 個人

事業主、 起業家、 及び地域住民等に対し て、 経営、 財務、 人事、 労務等に関する専門的知見を

活用し た相談、 支援、 及び普及啓発に関する事業を 行い、 地域経済の活性化と 健全な事業運営

の促進に寄与するこ と を 目的と する。 あわせて、 行政機関及び関係団体等と 連携し た調査・ 研

究並びに受託事業を通じ て、 地域社会全体の持続的な発展に貢献するこ と を 目的と する。  

 

 （ 特定非営利活動の種類）  

第４ 条 こ の法人は、 前条の目的を達成するため、 次に掲げる種類の特定非営利活動を 行う 。  

( 1)  経済活動の活性化を図る活動 

( 2)  職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 

( 3)  社会教育の推進を図る活動 

( 4)  まちづく り の推進を図る活動 

( 5)  前各号に掲げる活動を行う 団体の運営又は活動に関する連絡、 助言又は援助の活動 

 

 （ 事業の種類）  

第５ 条 こ の法人は、 第３ 条の目的を 達成するため、 次の特定非営利活動に係る事業を 行う 。  

( 1)  経営、 財務、 人事、 労務等に関する無料相談窓口の運営事業 

( 2)  経営管理、 コ ンプラ イ アンス、 働き 方改革等に関するセミ ナー、 研修、 及び講演会の開催事 

  業 

( 3)  会報、 専門誌、 及びイ ンタ ーネッ ト 等による経営情報の提供事業 

( 4)  起業支援及びソ ーシャ ルビジネスの育成支援事業 

( 5)  行政機関、 企業、 各種団体等から の受託による地域経済、 雇用、 福祉及び産業振興等に関す

る調査・ 研究事業 

( 6)  行政機関、 企業、 各種団体等を対象と し た人材育成、 能力開発、 研修及び講演等の受託事業 

( 7)  中小企業、 個人事業主等の経営実態調査、 労働環境調査、 アンケート 調査、 分析及び報告書

の作成・ 提供事業 

( 8)  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく 居住支援事業 

( 9)  高齢者向け住宅・ 老人ホームの紹介や情報の提供事業 

( 10)  地域コ ミ ュ ニティ の構築支援事業 
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( 11)  生活弱者が地域に根付いた生活を送れるこ と を 目的と し た優良住宅の斡旋等、 宅建法 

に基づく 宅地建物取引業の開設事業 

( 12)  その他、 こ の法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

第３ 章 会員 

 

 （ 種 別）  

第６ 条 こ の法人の会員は、 次の３ 種と し 、 正会員を も っ て特定非営利活動促進法（ 以下「 法」

と いう 。 ） 上の社員と する。  

（ 1） 正会員  こ の法人の目的に賛同し て入会し た個人又は団体 

（ 2） 賛助会員 こ の法人の目的に賛同し 、 賛助の意思を持つ個人又は団体 

（ 3） 名誉会員 こ の法人に対し て功労のあっ た者または学識経験者・ 著名人で理事会において名

誉会員と し て推薦さ れた個人又は団体 

 

（ 入 会）  

第７ 条 正会員、 賛助会員の入会については、 特に条件を 定めない。  

２  正会員、 賛助会員と し て入会し よう と するも のは、 理事長が別に定める入会申込書により 、

理事長に申し 込み、 理事長は、 正当な理由がない限り 、 入会を認めなければなら ない。  

３  理事長は、 前項のも のの入会を認めないと きは、 速やかに、 理由を 付し た書面を も っ て本人

にその旨を通知し なければなら ない。  

４  名誉会員の入会については、 理事会の推薦を必要と し 、 本人の承諾を確認後、 理事長が別に

定める入会申込書の提出をも っ て入会を認めるも のと する。  

 

 （ 入会金及び会費）  

第８ 条 会員は、 理事会において別に定める入会金及び会費を納入し なければなら ない。  

 

 （ 会員の資格の喪失）  

第９ 条 会員が次の各号の一に該当するに至っ たと き は、 その資格を 喪失する。  

（ 1） 退会届の提出をし たと き 。  

（ 2） 本人が死亡し 、 又は会員である団体が消滅し たと き。  

（ 3） １ 年以上会費を滞納し 、 催告を受けても それに応じ ず、 納入し ないと き 。  

（ 4） 除名さ れたと き 。  

 

 （ 退 会）  

第 10 条 会員は、 理事長が別に定める 退会届を理事長に提出し て、 任意に退会するこ と ができ

る。  

 

 （ 除 名）  

第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至っ たと き は、 理事会の議決により 、 こ れを除名す

る こ と ができ る。 こ の場合、 その会員に対し 、 議決の前に弁明の機会を 与えなければなら な

い。  

（ 1） 法令、 定款に違反し たと き。  

（ 2） こ の法人の名誉をき損し 、 設立の趣旨に反し 、 又は秩序を乱す行為をし たと き 。  

 

 （ 拠出金品の不返還）  

第 12 条 既納の入会金、 会費及びその他の拠出金品は、 その理由を 問わず返還し ない。  
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第４ 章 役員 

 

 （ 種別及び定数）  

第 13 条 こ の法人に次の役員を置く 。  

（ 1） 理 事   3 人以上  

（ 2） 監 事   1 人以上  

２  理事のう ち、 1 人を理事長と する。  

 

（ 選任等）  

第 14 条 理事は、 理事会において正会員の中から 選任する。  

２  監事は、 総会において選任する。  

３  理事長は、 理事の互選と する。  

４  役員のう ちには、 それぞれの役員について、 その配偶者若し く は 3 親等以内の親族が 1 人を

超えて含まれ、 又は当該役員並びにその配偶者及び 3 親等以内の親族が役員の総数の 3 分の 1

を超えて含まれるこ と になっ てはなら ない。  

５  監事は、 理事又はこ の法人の職員を兼ねるこ と ができ ない。  

 

 （ 職 務）  

第 15 条 理事長は、 こ の法人を 代表し 、 その業務を 総理する。 理事長以外の理事は、 法人の業

務についてこ の法人を 代表し ない。  

２  理事長に事故あると き 、 又は理事長が欠けたと き は、 理事長があら かじ め指名し た理事がそ

の職務を 代行する。  

３  理事は、 理事会を構成し 、 こ の定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき 、 こ の法人の

業務を執行する。  

４  監事は、 次に掲げる職務を行う 。  

（ 1） 理事の業務執行の状況を監査するこ と 。  

（ 2） こ の法人の財産の状況を監査するこ と 。  

（ 3） 前 2 号の規定による監査の結果、 こ の法人の業務又は財産に関し 不正の行為又は法令若し く  

は定款に違反する重大な事実があるこ と を発見し た場合には、 こ れを総会又は所轄庁に報告 

する こ と 。  

（ 4） 前号の報告をするため必要がある場合には、 総会を招集するこ と 。  

（ 5） 理事の業務執行の状況又はこ の法人の財産の状況について、 理事に意見を 述べ、 若し く は理 

事会の招集を 請求するこ と 。  

 

 （ 任期等）  

第 16 条 役員の任期は、 2 年と する。 ただし 、 再任を妨げない。  

２  補欠のため、 又は増員によっ て就任し た役員の任期は、 それぞれの前任者又は現任者の任期

の残存期間と する。  

３  前 2 項の規定にかかわら ず、 任期の末日において後任の監事が選任さ れていない場合に限り 、

任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。  

４  役員は、 辞任又は任期満了後においても 、 後任者が就任するまでは、 その職務を 行わなけれ

ばなら ない。  

 

 （ 欠員補充）  

第 17 条 理事又は監事のう ち、 その定数の 3 分の 1 を 超える者が欠けたと き は、 遅滞なく こ れを

補充し なければなら ない。  
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 （ 解 任）  

第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至っ たと き は、 総会の議決により 、 こ れを 解任する

こ と ができ る 。 こ の場合、 その役員に対し 、 議決する 前に弁明の機会を 与えなければなら な

い。  

（ 1） 心身の故障のため、 職務の遂行に堪えないと 認めら れると き。  

（ 2） 職務上の義務違反その他役員と し てふさ わし く ない行為があっ たと き。  

（ 3） 法令又は定款に著し く 違反する行為のあっ たと き 。  

 

 （ 報酬等）  

第 19 条 役員は、 その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けるこ と ができ る。  

２  前項の規定は、 理事がこ の法人の職員を 兼任し 、 職員と し ての給料を 受ける こ と を 妨げな

い。  

３  役員には、 その職務を執行するために要し た費用を弁償するこ と ができ る。  

４  前各項に関し 必要な事項は、 理事会の議決を 経て、 理事長が別に定める。  

 

 

第５ 章 顧問 

 

 （ 顧 問）  

第 20 条 こ の法人には顧問若干名を置く こ と ができ る。  

２  顧問は学識経験者又はこ の法人に功労のあっ た者のう ちから 、 理事会の推薦により 、 理事長

が委嘱する。  

３  顧問はこ の法人の運営に関し て理事長の諮問に答え、 理事会に出席し 、 意見を 述べるこ と が

でき る。 ただし 、 理事会での議決権はないも のと する。  

４  顧問は、 こ の法人の運営に関し て、 総会に出席し 、 意見を述べるこ と ができ る。 ただし 、 正

会員の資格を 持たない限り 、 総会での議決権はないも のと する。  

５  顧問の任期は 2 年と する。 ただし 、 再任は妨げない。  

 

 

第６ 章 総会 

 

 （ 種 別）  

第 21 条 こ の法人の総会は、 通常総会及び臨時総会の 2 種と する。  

 

 （ 構 成）  

第 22 条 総会は、 正会員を も っ て構成する。  

 

 （ 権 能）  

第 23 条 総会は、 以下の事項について議決する。  

（ 1） 定款の変更 

（ 2） 解散 

（ 3） 合併 

（ 4） 事業報告及び決算 

（ 5） 理事の解任 

（ 6） 監事の選任又は解任 

（ 7） 理事会から 付議さ れた事項 
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（ 8） その他運営に関する重要事項 

 （ 開 催）  

第 24 条 通常総会は、 毎事業年度 1 回開催する。  

２  臨時総会は、 次の各号の一に該当する場合に開催する。  

（ 1） 理事会が必要と 認め招集の請求をし たと き 。  

（ 2） 正会員総数の 5 分の 1 以上から 会議の目的である事項を記載し た書面をも っ て招集の請求が

あっ たと き。  

（ 3） 第 15 条第 4 項第 4 号の規定により 、 監事から 招集があっ たと き 。  

 

 （ 招 集）  

第 25 条 総会は、 前条第 2 項第 3 号の場合を除き 、 理事長が招集する。  

２  理事長は、 前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があっ たと き は、 その日から 30 日

以内に臨時総会を 招集し なければなら ない。  

３  総会を 招集すると き は、 会議の日時、 場所、 目的及び審議事項を記載し た書面若し く は電磁

的方法、 機関誌・ 会報への掲載をも っ て、 少なく と も 5 日前までに通知し なければなら ない。  

 

 （ 議 長）  

第 26 条 総会の議長は、 理事長若し く は理事長が指名し た正会員がこ れにあたる。  

 

 （ 定足数）  

第 27 条 総会は、 正会員総数の 2 分の 1 以上の出席がなければ開会するこ と ができ ない。  

 

 （ 議 決）  

第 28 条 総会における議決事項は、 第 25 条第 3 項の規定によっ てあら かじ め通知し た事項と す

る。 ただし 議事が緊急を要するも ので、 出席し た正会員の 3 分の 2 以上の同意がある場合は、

こ の限り ではない。  

２  総会の議事は、 こ の定款に規定する も ののほか、 出席し た正会員の過半数をも っ て決し 、 可

否同数のと き は、 議長の決すると こ ろ による。  

３  理事又は正会員が総会の目的である 事項について提案し た場合において、 正会員の全員が書

面又は電磁的記録により 同意の意思表示を し たと き は、 当該提案を可決する旨の総会の決議が

あっ たも のと みなす。  

 

（ 表決権等）  

第 29 条 各正会員の表決権は、 平等なるも のと する。  

２  やむを 得ない理由のため総会に出席でき ない正会員は、 あら かじ め通知さ れた事項について

書面若し く は電磁的方法をも っ て表決し 、 又は他の正会員を代理人と し て表決を 委任するこ と

ができ る。  

３  前項の規定により 表決又は表決を 委任し た正会員は、 第 27 条、 前条第 2 項、 次条第 1 項第 2

号及び第 48 条の適用については、 総会に出席し たも のと みなす。  

４  総会の議決について、 特別の利害関係を 有する正会員は、 その議事の議決に加わるこ と がで

き ない。  

 

 （ 議事録）  

第 30 条 総会の議事については、 次の事項を記載し た議事録を作成し 、 こ れを保存し なければ

なら ない。  

（ 1） 日時及び場所 

（ 2） 正会員総数及び出席者数（ 書面若し く は電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合

にあっ ては、 その数を 付記するこ と 。 ）  

（ 3） 審議事項及び議決事項 
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（ 4） 議事の経過の概要及び議決の結果 

（ 5） 議事録署名人の選任に関する事項 

２  議事録には、 議長及びその会議において選任さ れた議事録署名人 2 名以上が署名・ 押印又は

記名・ 押印し なければなら ない。  

３  前 2 項の規定に関わら ず、 正会員全員が書面若し く は電磁的記録による同意の意思表示をし

たこ と により 、 総会の決議があっ たと みなさ れた場合においては、 次の事項を記載し た議事録

を作成し なければなら ない。  

（ 1） 総会の決議があっ たも のと みなさ れた事項の内容 

（ 2） 前号の事項の提案をし た者の氏名又は名称 

（ 3） 総会の決議があっ たも のと みなさ れた日 

（ 4） 議事録の作成に係る職務を行っ た者の氏名 

 

 

第７ 章 理事会 

 

 （ 構成等）  

第 31 条 理事会は、 理事を も っ て構成する。  

２  監事は理事会に出席し 、 意見を述べるこ と ができ る。  

 

 （ 権 能）  

第 32 条 理事会は、 こ の定款で定めるも ののほか、 次の事項を議決する。  

（ 1） 事業計画及び予算並びにその変更 

（ 2） 理事の選任 

（ 3） 入会金及び会費の額 

（ 4） 会員の除名 

（ 5） 理事の職務及び役員の報酬 

（ 6） 借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

（ 7） 事務局の組織及び運営 

（ 8） 総会に付議すべき 事項 

（ 9） 総会の議決し た事項の執行に関する事項 

（ 10） その他総会の議決を要し ない業務の執行に関する事項 

 

（ 開 催）  

第 33 条 理事会は、 次の各号の一に該当する場合に開催する。  

（ 1） 理事長が必要と 認めたと き。  

（ 2） 理事総数の 3 分の 1 以上から 会議の目的である事項を 記載し た書面をも っ て招集の請求があ

っ たと き 。  

（ 3） 第 15 条第 4 項第 5 号の規定により 、 監事から 招集の請求があっ たと き 。  

 

 （ 招 集）  

第 34 条 理事会は、 理事長が招集する。  

２  理事長は、 前条第 2 号及び第 3 号の規定による請求があっ たと き は、 その日から 15 日以内に

理事会を 招集し なければなら ない。  

３  理事会を招集すると き は、 会議の日時、 場所、 目的及び審議事項を 記載し た書面若し く はフ

ァ ッ ク ス又は電磁的方法をも っ て、 少なく と も 5 日前までに通知し なければなら ない。  

 

 （ 議 長）  

第 35 条 理事会の議長は、 理事長若し く は理事長が指名し た理事がこ れに当たる。  
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 （ 議 決）  

第 36 条 理事会における議決事項は、 第 34 条第 3 項の規定によっ てあら かじ め通知し た事項と

する。 ただし 議事が緊急を要するも ので、 出席し た理事の 3 分の 2 以上の同意がある場合は、

その事項について議決を行う こ と ができる。  

２  理事会の議事は、 理事総数の過半数をも っ て決し 、 可否同数のと き は、 議長の決すると こ ろ

による。  

３  理事が理事会の目的である事項について提案し た場合において、 理事の全員が書面若し く は

電磁的記録による同意の意思表示をし たと き は、 当該提案を可決する旨の理事会の決議があっ

たも のと みなす。  

 

 （ 表決権等）  

第 37 条 各理事の表決権は、 平等なるも のと する。  

２  やむを 得ない理由のため理事会に出席でき ない理事は、 あら かじ め通知さ れた事項について

書面若し く は電磁的方法をも っ て表決するこ と ができ る。  

３  前項の規定により 表決し た理事は、 次条第 1 項第 2 号の適用については、 理事会に出席し た

も のと みなす。  

４  理事会の議決について、 特別の利害関係を有する理事は、 その議事の議決に加わるこ と がで

き ない。  

 

 （ 議事録）  

第 38 条 理事会の議事については、 次の事項を記載し た議事録を 作成し 、 こ れを 保存し なけれ

ばなら ない。  

（ 1） 日時及び場所 

（ 2） 理事総数、 出席者数及び出席者氏名（ 書面表決者若し く は電磁的方法による表決者にあっ て

は、 その旨を 付記するこ と 。 ）  

（ 3） 審議事項 

（ 4） 議事の経過の概要及び議決の結果 

（ 5） 議事録署名人の選任に関する事項 

２  議事録には、 議長及びその会議において選任さ れた議事録署名人が署名・ 押印又は記名・ 押

印し なければなら ない。  

３  前 2 項の規定に関わら ず、 理事全員が書面若し く は電磁的記録による同意の意思表示を し た

こ と により 、 理事会の決議があっ たと みなさ れた場合においては、 次の事項を記載し た議事録

を作成し なければなら ない。  

（ 1） 理事会の決議があっ たも のと みなさ れた事項の内容 

（ 2） 前号の事項の提案をし た者の氏名 

（ 3） 理事会の決議があっ たも のと みなさ れた日 

（ 4） 議事録の作成に係る職務を行っ た者の氏名 

 

 

第８ 章 資産及び会計 

 

 （ 資産の構成）  

第 39 条 こ の法人の資産は、 次の各号に掲げるも のをも っ て構成する。  

（ 1） 設立当初の財産目録に記載さ れた資産 

（ 2） 入会金及び会費 

（ 3） 寄付金品 

（ 4） 資産から 生じ る収益 



 8

（ 5） 事業に伴う 収益 

（ 6） その他の収益 

 

 （ 資産の管理）  

第 40 条 こ の法人の資産は、 理事会の議決を経て、 理事長が管理する。  

 

 （ 会計の原則）  

第 41 条 こ の法人の会計は、 法第 27 条各号に掲げる原則に従っ て行う も のと する。  

 

 （ 事業計画及び予算）  

第 42 条 こ の法人の事業計画及びこ れに伴う 予算は、 理事長が作成し 、 理事会の議決を経なけ

ればなら ない。  

 

 （ 暫定予算）  

第 43 条 前条の規定にかかわら ず、やむを得ない理由により 予算が成立し ないと き は、理事長は、

予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ 執行するこ と ができ る。  

２  前項の規定による執行は、 新たに成立し た予算に基づく も のと みなす。  

 

 （ 予算の追加及び更正）  

第 44 条 予算議決後にやむを得ない事由が生じ たと き は、 理事会の議決を経て、 既定予算の追

加又は更正を するこ と ができ る。  

 

 （ 事業報告及び決算）  

第 45 条 こ の法人の事業報告書、 活動計算書、 貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類

は、 毎事業年度終了後、 速やかに、 理事長の責任の下に作成し 、 監事の監査を受け、 総会の議

決を 経なければなら ない。  

２  決算上剰余金を生じ たと きは、 次事業年度に繰り 越すも のと する。  

 

 （ 事業年度）  

第 46 条 こ の法人の事業年度は、 毎年 4 月 1 日に始まり 翌年 3 月 31 日に終わる。  

 

 （ 臨機の措置）  

第 47 条 予算を も っ て定めるも ののほか、 借入金の借入れその他新たな義務の負担を し 、 又は

権利の放棄を し よう と すると きは、 理事会の議決を経なければなら ない。  

 

 

第９ 章 定款の変更、 解散及び合併 

 

 （ 定款の変更）  

第 48 条 こ の定款を 変更し よう と すると き は、 総会において出席し た正会員の 4 分の 3 以上の議

決を 経、 かつ、 法第25 条第 3 項に定める以下の事項に係る定款の変更の場合、 所轄庁の認証を

得なければなら ない。  

（ 1） 目的 

（ 2） 名称 

（ 3） その行う 特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

（ 4） 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（ 所轄庁の変更を伴う も のに限る）  

（ 5） 社員の資格の得喪に関する事項 

（ 6） 役員に関する事項（ 役員の定数に係るも のを除く ）  
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（ 7） 会議に関する事項 

（ 8） その他の事業を行う 場合には、 その種類その他当該その他の事業に関する 事項 

（ 9） 解散に関する事項（ 残余財産の帰属すべき 者に係るも のに限る）  

（ 10） 定款の変更に関する事項 

 

 （ 解 散）  

第 49 条 こ の法人は、 次に掲げる事由により 解散する。  

（ 1） 総会の決議 

（ 2） 目的と する特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

（ 3） 正会員の欠亡 

（ 4） 合併 

（ 5） 破産手続開始の決定 

（ 6） 所轄庁による設立の認証の取消し  

２  前項第 1 号の事由によ り こ の法人が解散すると き は、 正会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得

なければなら ない。  

３  第 1 項第 2 号の事由により 解散すると きは、 所轄庁の認定を得なければなら ない。  

 

 （ 残余財産の帰属）  

第 50 条 こ の法人が解散（ 合併又は破産手続開始の決定による 解散を除く 。 ） し たと き に残存す

る財産は、 法第 11 条第 3 項に掲げる者のう ち、 解散総会で議決し た者に譲渡するも のと する。  

 

 （ 合 併）  

第 51 条 こ の法人が合併し よう と すると き は、 総会において正会員総数の 4 分の 3 以上の議決を

経、 かつ、 所轄庁の認証を得なければなら ない。  

 

 

第 10 章 事務局 

 

（ 設 置）  

第 52 条 こ の法人の事務を 処理するため、 事務局を 置く 。  

２  事務局には、 事務局長その他の職員を置く こ と ができ る。  

３  事務局長その他の職員は、 理事長が任免する。  

 

（ 書類及び帳簿の備置き）  

第 53 条 主たる事務所には、 前事業年度の次に掲げる 書類を作成の日から 起算し て 5年が経過し

た日を含む事業年度の末日までの間常に備えておかなければなら ない。  

（ 1） 前事業年度の事業報告書 

（ 2） 財産目録 

（ 3） 貸借対照表及び活動計算書 

（ 4） 役員名簿（ 前事業年度において役員であっ たこ と がある者全員の氏名及び住所又は居所並び

にこ れら の者についての前事業年度における報酬の有無を 記載し た名簿）  

（ 5） 正会員のう ち 10 人以上の者の氏名（ 法人にあっ ては、 その名称及び代表者の氏名） 及び住

所又は居所を 記載し た書面 

（ 6） 会員名簿及び会員の異動に関する書類 

（ 7） 収益、 費用に関する帳簿及び証拠書類 
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第 11 章 公告の方法 

 

 （ 公告の方法）  

第 54 条 こ の法人の公告は、 こ の法人の掲示場に掲示すると と も に、 官報に掲載し て行う 。  

ただし 、 法第 28 条の 2 第 1 項に規定する貸借対照表の公告については、 内閣府Ｎ Ｐ Ｏ 法人ポー

タ ルサイ ト （ 法人入力情報欄） に掲載し て行う 。  

 

 

第 12 章 雑則 

 

 （ 細 則）  

第 55 条 こ の定款の施行について必要な細則は、 理事会の議決を 経て、 理事長がこ れを 定め

る。  

 

 

附 則 

 

１ （ 施行日）  

 こ の定款は、 こ の法人の成立の日から 施行する。  

 

２ （ 設立当初の役員）  

こ の法人の設立当初の役員は、 第 14 条第 1 項、 第 2 項及び第 3 項の規定にかかわら ず、 次に掲

げる者と し 、 その任期は第 16 条第 1 項の規定にかかわら ず、 成立の日から 2023 年 6 月 30 日ま

でと する。  
 

 理 事 長  山下 礼子 

    理  事  山本 広美 

    理  事  橋口 美和子 

    監  事  三澤 紀孝 

 

３ （ 設立当初の事業計画及び予算）  

 こ の法人の設立当初の事業計画及び予算は、 第 32 条第 1 号及び第 42 条の規定にかかわら ず、

設立総会の定めると こ ろによ るも のと する。  

 

４ （ 設立当初の事業年度）  

 こ の法人の設立当初の事業年度は、 第 46 条の規定にかかわら ず、 成立の日から 2022 年 3 月 31

日までと する。  

 

５ （ 設立当初の入会金及び会費）  

 こ の法人の設立当初の入会金及び会費は、 第 8 条の規定にかかわら ず、 次に掲げる額と する。  
 

（ 1） 入会金 
 

正会員   0 円 

賛助会員  0 円 

名誉会員  0 円 
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（ 2） 年会費 
 

正会員   0 円 

賛助会員  3000 円 

名誉会員  1 万 2000 円 

 

 

 

こ れは当法人の現行定款である。  

 

Ｎ Ｐ Ｏ 法人神戸ななつぼし  

 

理事  橋口 力哉    法人印 


